
令和５年11月号

　この情報は、農地の相談の
際に役立てていただくための
ものです。大切に保存してく
ださい。
編集・発行
丸森町農業委員会
丸 森 町 字 鳥 屋 120
ＴＥＬ　7 2 - 3 0 2 9
ＦＡＸ　7 2 - 3 0 4 1
e-mail　nogyo-i@town.

marumori.miyagi.jp

　農地の権利を移動する場合は、農業委員会の許可又は届出が必要となります。農地の移動等をお考
えの方は事前に農業委員会にご相談ください。
　各種申請の締切日は、下記となります。
●農地法３･４･５条の申請　・・・　毎月10日　　●基盤法（利用集積計画）　・・・　毎月月末
●農業委員会総会は、毎月25日頃開催

～農地法等各種申請について～

　
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り
農
業
委
員

会
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
、
厚
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
農
業
委
員
と
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
の
改
選
に
よ
り
、

７
月
20
日
に
新
た
な
農
業
委
員
11
名
が
任
命
さ
れ
る
と
と
も

に
、
私
が
会
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
７
月
25
日
に

は
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
11
名
を
委
嘱
し
、
農
業
委
員

会
は
新
体
制
で
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、令
和
元
年
東
日
本
台
風
災
害
か
ら
４
年
が
経
過
し
、

こ
の
間
、
国
や
県
、
町
そ
し
て
多
く
の
関
係
者
の
ご
尽
力
に

よ
り
、
復
旧
・
復
興
は
着
実
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。
被
災
し

た
農
地
に
お
い
て
も
、
復
旧
工
事
の
進
展
に
よ
り
、
町
内
各

所
で
営
農
が
再
開
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
農
業
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不

足
に
加
え
、
本
町
で
は
こ
の
災
害
に
よ
っ
て
、
離
農
や
耕
作

放
棄
地
の
拡
大
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
を
と
て
も
懸
念
し
て

お
り
ま
す
。

　
私
た
ち
農
業
委
員
会
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

今
後
の
地
域
農
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
、
積

極
的
に
地
域
に
出
向
き
、
農
業
者
の
皆
様
と
の
話
し
合
い
を

通
じ
て
、
方
向
性
を
見
出
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ

し
て
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
抑
制
と
本
町
農
業
の
発
展
に
貢

献
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
支
援

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会

長

根
　
元
　
　
茂

令和５年９月８日
　各地区の農地の耕作状況や復旧状況を調査するた
め、合同農地パトロールを実施しました。

令和５年２月１日
　地元産農作物の消費拡大を図るため、女性農業委
員等による料理講習会を開催しました。

農業委員会活動農業委員会活動

就
任
の
ご
挨
拶

就
任
の
ご
挨
拶

丸森町

令和５年11月１日発行丸森町農業委員会だより



阿部喜六（大内）太田茂樹（筆甫）二階堂久男（金山）

石田真利子（大内） 佐藤静男（耕野）宍戸紀彦（大張）髙橋孝志（舘矢間）菅野一彦（小斎）

大槻謙喜（丸森）菊地健一（丸森）根元　茂（舘矢間）

会　長

委　員

委　員

会長職務代理者

委　員

委　員 委　員

委　員

委　員

委　員 委　員

農地を借りたい・・・
宅地や山林に転用したい・・・
農業者年金に加入したい・・・
農業新聞を購読したい・・・
　農業経営全般にわたり困ったことが
ありましたら、各地区の農業委員へご
相談ください。

●農政・農業・農村の動きをタイムリーに！
●知っておきたい経営・流通情報！ほか
◎農業者の視点での記事が満載の週刊
　農業総合専門紙です。
　月４回金曜日発行
　月700円　年8,400円
購読のお申込みは、農業委員会へ

農地に関する相談は
各地区の農業委員へ

◇全国農業新聞◇

地　区 氏　　名 電話番号 住　　　所 担当行政区

丸森
菊
きく

地
ち

　健
けんいち

一 72-6189 丸森町字越田38 横町・本町・深山・田町・川前・鳥屋
新町・羽入・東向・上滝・五福谷・中通

大
おお

槻
つき

　謙
のり

喜
よし

75-2629 丸森町字高見南10 大川口・竹谷・欠入・峠・廻倉・羽出庭・小坊木

金山 二
に

階
かい

堂
どう

久
ひさ

男
お

78-1724 丸森町金山字下片山115 金山全域

筆甫 太
おお

田
た

　茂
しげ

樹
き

76-2015 丸森町筆甫字細田103-13 筆甫全域

大内
阿
あ

部
べ

　喜
き

六
ろく

79-2222 丸森町大内字高田77-5 大山・青葉上・青葉南・青葉北・佐野
黒佐野・東福田・岩城南平・竹の内・西向

石
いし

田
だ

真
ま

利
り

子
こ

79-2676 丸森町大内字風呂16 空久保・上町・下町・横手・山屋敷
中平・七夕・南伊手・北伊手・田辺・田林

小斎 菅
かん

野
の

　一
かず

彦
ひこ

78-1427 丸森町小斎字新町43 小斎全域

舘矢間
根
ね

元
もと

　　茂
しげる

72-6501 丸森町舘矢間舘山字西87-3 １区東・１区西・２区東・２区中・２区西

髙
たか

橋
はし

　孝
たか

志
し

72-6577 丸森町舘矢間木沼字木沼町47 山田・南木沼・木沼・松掛

大張 宍
しし

戸
ど

　紀
のり

彦
ひこ

75-2174 丸森町大張大蔵字由ケ入32 大張全域

耕野 佐
さ

藤
とう

　静
しず

男
お

75-2040 丸森町耕野字千石31-2 耕野全域

（令和５年11月１日現在）

農業委員（任期：令和５年７月20日～
令和８年７月19日まで）

調査・相談担当地区

丸森町農業委員会だより



大橋三枝（筆甫）

大野吉宏（金山）佐藤真由美（丸森）大橋光子（丸森）

大槻　光（大内）瀧野正浩（大内）

菊池武則（舘矢間） 菊池清弘（舘矢間）天野康弘（小斎） 佐藤市夫（耕野）佐藤正敏（大張）

経営農地を増やしたい・・・
分散した農地を集約したい・・・
新規に農業を始めたい・・・
　農地の集積・集約等をお考えの方は
各地区の推進委員へご相談ください。

◎農業者の皆さん！老後に備えるため
　農業者年金に加入しませんか？
●加入資格
　①60歳未満で年間60日以上農業に従事
　②国民年金の第１号被保険者
●農業者年金のメリット
　①確定拠出型年金の終身年金
　②全額社会保険料控除　など
詳しくは、農業委員会へご連絡ください。

農地の集積・集約化に関する
相談は各地区の推進委員へ

◇農業者年金◇

地　区 氏　　名 電話番号 住　　　所 担当行政区

丸森
大
おお

橋
はし

　光
みつ

子
こ

86-4589 丸森町字中島6 横町・本町・深山・田町・川前・鳥屋
新町・羽入・東向・上滝・五福谷・中通

佐
さ

藤
とう

真
ま

由
ゆ

美
み

72-6175 丸森町字中ノ内107 大川口・竹谷・欠入・峠・廻倉・羽出庭・小坊木

金山 大
おお

野
の

　吉
よし

宏
ひろ

79-2481 丸森町金山字杉下44-2 金山全域

筆甫 大
おお

橋
はし

　三
み

枝
え

76-2046 丸森町筆甫字㯃坊38 筆甫全域

大内
瀧
たき

野
の

　正
まさ

浩
ひろ

79-2502 丸森町大内字西向中5-1 大山・青葉上・青葉南・青葉北・佐野
黒佐野・東福田・岩城南平・竹の内・西向

大
おお

槻
つき

　　光
ひかる

79-2366 丸森町大内字広畑9 空久保・上町・下町・横手・山屋敷
中平・七夕・南伊手・北伊手・田辺・田林

小斎 天
あま

野
の

　康
やす

弘
ひろ

78-1675 丸森町小斎字弓目木99-1 小斎全域

舘矢間
菊
きく

池
ち

　武
たけ

則
のり

72-1286 丸森町舘矢間舘山字直洲71-9 １区東・１区西・２区東・２区中・２区西

菊
きく

池
ち

　清
きよ

弘
ひろ

72-4661 丸森町舘矢間松掛字窪田71-2 山田・南木沼・木沼・松掛

大張 佐
さ

藤
とう

　正
まさ

敏
とし

75-2327 丸森町大張川張字久保87 大張全域

耕野 佐
さ

藤
とう

　市
いち

夫
お

75-3315 丸森町耕野字大釜西23-2 耕野全域

（令和５年11月１日現在）

農地利用最適化推進委員（任期：令和５年７月25日～令和８年７月19日まで）

相談担当地区

丸森町農業委員会だより



～農業委員会と一緒に地域農業の10年後を考えましょう！～
「地域計画」策定事業「地域計画」策定事業

●今後、農業者の大幅な減少や、耕作放棄地の拡大が危機的状況になること
が懸念されるため、国は令和４年５月に農業経営基盤強化促進法を一部改
正し、これまでの「人・農地プラン※」を「地域計画」として法定化しま
した。これにより、各市町村では令和７年３月末までに「地域計画」を策
定することになりました。

●特に本町では、令和元年東日本台風災害により、農地が甚大な被害を受け、
営農が再開されるまでに期間を要したため、農業者の営農意欲の減退も懸
念されております。

●「地域計画」は、「将来（10年後）の地域農業のあり方」を定めるとともに、
農地の 10年後の予定耕作者を示した「目標地図」を作成します。

●令和５年度は、丸森（山間部）地区、筆甫地区、大内（山間部）地区、大
張地区、耕野地区において、話し合いを行ってまいりますので、関係者の
ご協力をお願いします。

●地域農業の進む方向
　（特産の○○をもっと増やしたらどうか、など）

●農用地の集積・集約化の方針
●多様な経営体の確保・育成の方針など

将来（10年後）の地域農業のあり方 目標地図
農地の10年後の予定
耕作者を示した地図

※…人・農業プランとは、地区の農業
者の話合いで、地区における中心
的な農業者（中心経営体）や将来
の農業のあり方などを明確化して
市町村が公表するもので、平成
24年に制度が開始された。

「地域計画」とは？
　将来（10年後）、地域農業をどうしていくか、大切な農地をどう守り、
次の世代につないでいくか　を農業関係者等（農業者、農業委員・農地
利用最適化推進委員、丸森町等）で話し合い、目指すべき将来の農地利
用の姿を明確にする計画のことです。

丸森町農業委員会だより


